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１．はじめに 

 新型コロナウイルス感染症については、いまだ不明な点が多く、有効性が確認された特

異的なワクチンは存在しません。国内外の感染状況を見据えると、私たちは、長期間、こ

の新たな感染症とともに社会で生きていかなければなりません。このため、本校において

も、「３つの密」を徹底的に避ける、「マスクの着用」及び「手洗いなどの手指衛生」など

基本的な感染対策を継続する「新しい生活様式」を導入し、感染及びその拡大のリスクを

可能な限り低減しつつ、教育活動を継続し、子供の健やかな学びを保障していくことが必

要です。その際、感染症対策を徹底しつつも、感染リスクはゼロにすることはできないと

いう事実を前提として、感染者が確認された場合には、迅速かつ的確に対処することがで

きるよう、地方自治体内での衛生主管部局との連携や、学校医・学校薬剤師等の専門家と

連携した学校における保健管理体制を築くことが重要です。感染者が確認された場合には、

感染者及び濃厚接触者を出席停止としたり、分散登校を取り入れたりしつつ、学校内で感

染が広がっている可能性についての疫学的な評価を踏まえた臨時休業についての判断を行

います。同時に、感染者や濃厚接触者である生徒が、差別・偏見・いじめ・誹謗中傷など

の対象にならぬよう、十分な配慮・注意が必要です。 

なお、この文書は、文部科学省が作成された「学校における新型コロナウイルス感染症

に関する衛生管理マニュアル」を参考に作成しました。文部科学省の指針に基づき、随時

見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 



２．行動基準について 

 

 

３．学校の役割 

学校長を責任者とし、校内に保健管理体制を構築します。併せて、学校医、学校薬剤師

等との連携を推進します。保健主事・養護教諭・各学級担任などとともに、学校医・学校

薬剤師等と連携した保健管理体制を整備します。「新しい生活様式」を実践するためには、

生徒への指導のみならず、朝の検温や共用物品の消毒に加え、休憩時間、登下校時など、

学校全体として取り組むことが必要です。また、感染者が確認された場合の連絡体制をあ

らかじめ確認し、冷静に対応できるように準備しておくことが必要です。 



４．家庭との連携 

学校の臨時休業中においても子供の感染事例は一定数生じており、その多くは家庭内で

の感染 と言われています。学校内での感染拡大を防ぐためには、何よりも外からウイル

スを持ち込まないことが重要であり、このためには各家庭の協力が不可欠です。毎日の生

徒の健康観察はもちろんのこと、例えば、家族に発熱、咳などの症状がある場合には、蔓

延している地域では、児童生徒等の登校を控えることも重要です。また、休日において不

要不急の外出を控える、仲の良い友人同士の家庭間の行き来を控える、家族ぐるみの交流

による接触を控えるなど、学校を通じた人間関係の中で感染が広がらないよう細心の注意

が必要です。こうしたことについて、保護者の理解と協力を得て、ご家庭においても「新

しい生活様式」の実践をお願いしたいと思います。また、父母の会等と連携しつつ保護者

の理解が得られるよう、学校からも積極的な情報発信を心がけるとともに、家庭の協力を

呼びかけることが重要です。 

 

５．生徒への指導 

学校生活における一番の感染リスクは、休憩時間や登下校など教職員の目が届かない所

での生徒の行動です。学校生活を始めるに当たり、まずは、生徒が本感染症を正しく理解

し、感染のリスクを自ら判断し、これを避ける行動をとることができるよう、感染症対策

に関する指導を行うことが必要です。また、生徒には、感染症対策用の持ち物として、一

般的には、清潔なハンカチ・ティッシュ、マスク、マスクを置く際の清潔なビニールや布

等が必要です。 

 

６．基本的な感染症対策の実施 

感染症対策の３つのポイントを踏まえ、取組を行います。 

・感染源を絶つこと 

・感染経路を絶つこと 

・抵抗力を高めること 

 

（１） 感染源を絶つこと 

① 発熱等の風邪の症状がある場合等には登校しないことの徹底 

発熱等の風邪の症状がある場合には、生徒も教職員も、自宅で休養することを徹底し

ます（レベル３及びレベル２の地域では、同居の家族に風邪症状が見られる場合も同様

とします）。この場合、生徒の指導要録上は、「欠席日数」とせずに、「出席停止・忌引等

の日数」として記録します。 

 

② 登校時の健康状態の把握登校時、生徒の検温結果及び健康状態を把握します。 

家庭で体温や健康状態を確認できなかった生徒については、登校時、教職員が検温及



び健康観察等を行います。【レベル３地域・レベル２地域】生徒本人のみならず、家庭へ

の協力を呼びかけ、同居の家族にも毎日健康状態を確認するようにお願いします。 

 

③登校時に発熱等の風邪の症状が見られた場合 

発熱等の風邪の症状がみられる場合には、当該生徒を安全に帰宅させ、症状がなくな

るまでは自宅で休養するよう指導します。なお、安全に帰宅できるよう、保護者の来校

まで学校にとどまることが必要となるケースもありますが、その場合には、他の者との

接触を可能な限り避けられるよう、別室で待機させるなどの配慮をします。なお、保健

室については外傷や心身の不調など様々な要因で生徒が集まる場所であるため、発熱等

の風邪症状のある生徒が他の生徒と接することのないようにします。 

 

（２） 感染経路を絶つこと 

新型コロナウイルス感染症は、一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖空間

で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感

染を拡大させるリスクがあるとされています。感染経路を絶つためには、①手洗い、②咳

エチケット、③消毒が大切です。 

 

①手洗い 

接触感染の仕組みについて生徒に理解させ、手指で目、鼻、口をできるだけ触らないよ

う指導するとともに、接触感染を避ける方法として、手洗いを徹底します。様々な場所に

ウイルスが付着している可能性があるので、外から教室等に入る時やトイレの後、昼食の

前後など、こまめに手を洗うことが重要です。手洗いは 30秒程度かけて、水と石けんで丁

寧に洗います。また、手を拭くタオルやハンカチ等は個人持ちとして、共用はしないよう

に指導します。手指用の消毒液は、流水での手洗いができない際に、補助的に用いられる

ものですので、基本的には流水と石鹸での手洗いを指導します。ただし、流水で手洗いが

できない場合には、アルコールを含んだ手指消毒薬を使用することが考えられます。また、

石けんやアルコールに過敏に反応したり、手荒れの心配があったりするような場合は、流

水でしっかり洗うなどして配慮を行います。なお、生徒に一律に消毒液の持参を求めるこ

とは適当ではありません。（それぞれの保護者が希望する場合には、この限りではありませ

ん。） 

 

 

 

 

 

 

 



②咳エチケット 

咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マス

クやティッシュ・ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。 

  

 ③消毒 

教室やトイレなど生徒が利用する場所のうち、特に多くの生徒が手を触れる箇所（ドア

ノブ、手すり、スイッチなど）は、１日１回以上消毒液（消毒用エタノールや次亜塩素酸

ナトリウム等）を使用して清拭します。学校では様々なものを共用しており、用具や物品

の共用を避けることができれば避けるようにしますが、消毒できるものについては消毒を

行い、使用後には手洗いをするように指導します。 

 

（３） 抵抗力を高めること 

免疫力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び「バランスの取れた食事」を心

がけるよう指導します。 

 

７．集団感染のリスクへの対応 

新型コロナウイルス感染症では、 

・換気の悪い密閉空間 

・多数が集まる密集場所 

・間近で会話や発声をする密接場面 

という３つの条件（３つの密（密閉、密集、密接））が重なる場で、集団感染のリスクが

高まるとされています。この３つの条件が同時に重なる場を避けることはもちろんですが、

３つの密が重ならない場合でも、リスクを低減するため、できる限り「ゼロ密」を目指す

ことが望ましいとされます。 

 

（１）「密閉」の回避（換気の徹底） 

換気は、気候上可能な限り常時、困難な場合はこまめに（30 分に１回以上、数分間程度、

窓を全開する）、２方向の窓を同時に開けて行うようにします。授業中は必ずしも窓を広く

開ける必要はありませんが、気候、天候や教室の配置などにより異なることから、必要に

応じて換気方法について学校薬剤師と相談します。 

 

①窓のない部屋 

常時入り口を開けておいたり、換気扇を用いたりするなどして十分に換気に努めます。

また、使用時は、人の密度が高くならないように配慮します。 

 

 



②体育館のような広く天井の高い部屋 

 換気は感染防止の観点から重要であり、広く天井の高い部屋であっても換気に努めるよ

うにします。 

③エアコンを使用している部屋 

エアコンは室内の空気を循環しているのみで、室内の空気と外気の入れ替えを行ってい

ないことから、エアコン使用時においても換気は必要です。 

 

（２）「密集」の回避（身体的距離の確保） 

「新しい生活様式」では、人との間隔は、できるだけ２メートル（最低１メートル）空

けることを推奨しています。感染が一旦収束した地域にあっても、学校は「３つの密」と

なりやすい場所であることには変わりなく、可能な限り身体的距離を確保することが重要

です。新規感染者や感染経路不明の感染者が多数確認されている地域においては、「３つの

密」を徹底的に避ける必要性も高まるため、レベル３及びレベル２の地域では、身体的距

離の確保を優先して分散登校の導入などの工夫を行っていく必要があります。レベル１の

地域では、施設等の制約から１メートルの距離を確保できない場合には、できるだけ距離

を離し、換気を十分に行うことや、マスクを着用することなどを併せて行うことより「３

つの密」を避けるよう努める必要があります。 

 

【レベル３地域・レベル２地域】 

生徒の間隔を可能な限り２メートル（最低１メートル）確保するように座席配置を取り

ます。このような形で学校教育活動を行うためには、学級の規模に応じ、分散登校や時差

登校を適宜組み合わせて、異なる教室や時間で指導を行う等の対応が必要となります。 

 

 【レベル１地域】 

生徒の間隔を１メートルを目安に学級内で最大限の間隔をとるように座席配置を取りま

す。 

 

（３）「密接」の場面への対応（マスクの着用） 

①マスクの着用について 

学校教育活動においては、近距離での会話や発声等が必要な場面も生じうることから、

飛沫を飛ばさないよう、生徒等及び教職員は、基本的には常時マスクを着用することが望

ましいと考えられます。ただし、気候の状況等により、熱中症などの健康被害が発生する

可能性が高いと判断した場合は、マスクを外してください。その際は、換気や生徒の間に

十分な距離を保つなどの配慮が必要です。また、体育の授業におけるマスクの着用は必要

ありません。 

 



②マスクの取扱いについて 

マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外し、手指にウイルス等が付着しないよう、

なるべくマスクの表面には触れず、内側を折りたたんで清潔なビニールや布等に置くなど

して清潔に保ちます。マスクを廃棄する際も、マスクの表面には触れずにビニール袋等に

入れて、袋の口を縛って密閉してから廃棄します。 

③布製マスクの衛生管理について（布製マスクの洗い方） 

布製マスクは１日１回の洗濯により、おおむね１か月の利用が可能です。経済産業省が、

洗い方に関する動画をインターネット上に掲載しています。 

④手作りマスクの作成について 

手作りマスクの作成方法については、文部科学省ホームページ上の「子供の学び応援サ

イト」も参考にしてください。 

 

８．重症化のリスクの高い生徒への対応等について 

医療的ケアを必要とする生徒（以下、「医療的ケア児」という。）の中には、呼吸の障害

がある者もおり、重症化リスクが高い者も含まれていることから、主治医の見解を保護者

に確認の上、個別に登校の判断をします。その際、学校での受入れ体制も含め、学校医に

も相談します。また、基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い生徒（以下、「基

礎疾患児」という。）についても、主治医の見解を保護者に確認の上、登校の判断をします。

これらにより、登校すべきでないと判断された場合の出欠の扱いについては、「非常変災等

児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで、校長が出席

しなくてもよいと認めた日」として扱うことができます。指導要録上も「欠席日数」とは

せずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録を行います。 

 

９．教職員の感染症対策 

教職員においては、生徒と同様、「６．基本的な感染症対策の実施」を参考に、感染症対

策に取り組むほか、飛沫を飛ばさないよう、マスクを着用します。また、毎朝の検温や風

邪症状の確認などの健康管理に取り組むとともに、風邪症状が見られる場合は、自宅で休

養します。職員室等における勤務については、可能な限り他者との間隔を確保（おおむね

１～２メートル）し、会話の際は、できるだけ真正面を避けるようにます。 

職員会議等を行う際は、最少の人数にしぼること、換気をしつつ広い部屋で行うことな

どの工夫や、全体で情報を共有する必要がある場合は、電子掲示版等を活用すること、ま

た、オンライン会議システム等を活用することが考えられます。 

 

10．具体的な活動場面ごとの感染症予防対策について 

（１）各教科等について 

各教科における「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」として、以



下のような活動が挙げられます（「★」はこの中でも特にリスクの高いもの）。 

・各教科等に共通する活動として「生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワー

ク等」及び「近距離で一斉に大きな声で話す活動」（★） 

・理科における「生徒同士が近距離で活動する実験や観察」 

・音楽における「室内で児童生徒が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等

の管楽器演奏」（★） 

・美術における「生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」 

・技術・家庭における「生徒同士が近距離で活動する調理実習」（★） 

・体育における「生徒が密集する運動」（★）や「近距離で組み合ったり接触したりする運

動」（★） 

 

【レベル３地域】 

上記の活動は、「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い」ことから、行わないよ

うにします。 

【レベル２地域】 

上記の活動は、可能な限り感染症対策を行った上で、リスクの低い活動から徐々に実施

することを検討します。すなわち、これらの活動における、生徒の「接触」「密集」「近距

離での活動」「向かい合っての発声」について、可能なものは避け、一定の距離を保ち、同

じ方向を向くようにし、また回数や時間を絞るなどして実施します。この場合にも、（★）

を付した活動については特にリスクが高いことから、実施について慎重に検討します。そ

の際には、以下の点にも留意します。 

・できるだけ個人の教材教具を使用し、児童生徒同士の貸し借りはしないこと。器具や用

具を共用で使用する場合は、使用前後の適切な消毒や手洗いを行わせること。 

・体育の授業に関し、医療的ケア児及び基礎疾患児の場合や、保護者から感染の不安によ

り授業への参加を控えたい旨の相談があった場合等は、授業への参加を強制せずに、生徒

や保護者の意向を尊重すること。また、体育の授業は、感染者が発生していない学校であ

っても、生徒や教職員の生活圏（通学圏や、発達段階に応じた日常的な行動範囲等）にお

けるまん延状況を踏まえて、授業の中止を判断すること。 

・体育の授業は、当面の間、地域の感染状況にもよるが、可能な限り屋外で実施すること。

ただし気温が高い日などは、熱中症に注意すること。体育館など屋内で実施する必要があ

る場合は、特に呼気が激しくなるような運動は避けること。 

・体育の授業におけるマスクの着用については必要ありませんが、体育の授業における感

染リスクを避けるためには、生徒の間隔を十分確保することなどが必要です。 

【レベル１地域】 

上記の「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」については、可能な

限り感染症対策を行った上で実施することを検討します。その際には、レベル２地域にお



ける留意事項も、可能な範囲で参照します。 

 

（２）部活動 

地域の感染状況に応じて以下の通り取り組みます。 

【レベル３地域】 

可能な限り感染及びその拡大のリスクを低減させながら、なるべく個人での活動とし、

少人数で実施する場合は十分な距離を空けて活動します。密集する運動や近距離で組み合

ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合って発声したりする活動は行わないよう

にします。 

【レベル２地域】 

可能な限り感染症対策を行った上で、リスクの低い活動から徐々に実施することを検討

します。密集する運動や近距離で組み合ったり接触したりする場面が多い活動、向かい合

って発声したりする活動の実施は慎重な検討が必要です。なお、相当の期間において感染

者が確認されていない地域にあっては、可能な限り感染症対策を行った上で通常の活動に

移行することが考えられます。他方、直近の一週間において感染者が確認されている地域

にあ足る場合は、より慎重な検討が必要です。 

【レベル１地域】 

可能な限り感染症対策を行った上で通常の活動を行います。 

 

（全体を通じての留意事項） 

・運動不足の生徒もいると考えられるため、生徒の怪我防止には十分に留意すること。ま

た、生徒に発熱等の風邪の症状が見られる時は、部活動への参加を見合わせ、自宅で休養

するよう指導すること。 

・生徒の健康・安全の確保のため、生徒だけに任せるのではなく、教師や部活動指導員等

が活動状況を確認すること。 

・活動時間や休養日については、実施内容等に十分留意すること。特に分散登校を実施す

る期間は、分散登校の趣旨を逸脱しないよう限定的な活動とすること。 

・活動場所については、地域の感染状況にもよるが、可能な限り屋外で実施することが望

ましいこと。ただし気温が高い日などは、熱中症に注意すること。体育館など屋内で実施

する必要がある場合は、こまめな換気や消毒液の使用（消毒液の設置、生徒が手を触れる

箇所の消毒）を徹底すること。また、長時間の利用を避け、十分な身体的距離を確保でき

る少人数による利用とすること。特に、屋内において多数の生徒が集まり呼気が激しくな

るような運動や大声を出すような活動等は絶対に避けること。 

・用具等については、使用前に消毒を行うとともに、生徒間で不必要に使い回しをしない

こと。 

・部室等の利用については、短時間の利用とし一斉に利用することは避けること。 



・運動部活動の実施に当たっては、体育の授業における留意事項を踏まえること。 

・運動部活動でのマスクの着用については、体育の授業における取扱いに準じること。 

 

（３）昼食 

生徒全員の食事の前後の手洗いを徹底してください。会食にあたっては、飛沫を飛ばさ

ないよう、例えば、机を向かい合わせにしない、または会話を控えるなどの対応が必要で

す。  

 

（４）図書室 

学校図書室は、生徒の読書の拠点として、また学習・情報の拠点として、学校教育にお

ける重要な機能を果たしています。図書室利用前後には手洗いをするというルールを徹底

し、また生徒の利用する時間帯が分散するよう工夫して図書室内での密集を生じさせない

配慮をした上で、貸出機能は維持するよう取り組みます。 

 

（５）清掃活動 

清掃活動は、学校内の環境衛生を保つ上で重要である一方で、共同作業を行うことが多

く、また共用の用具等を用いるため、換気のよい状況で、マスクをした上で行うようにし

ます。掃除が終わった後は、必ず石けんを使用して手洗いを行うようにします。 

 

（６）休み時間 

休み時間中の生徒の行動には、教員の目が必ずしも届かないことから、生徒本人に感染

症対策の考え方を十分理解させるとともに、地域の感染状況及び学校の状況に応じて、休

み時間中の行動についての必要なルールを設定することなども含めて、指導の工夫が必要

です。【レベル３地域・レベル２地域】 

トイレ休憩については混雑しないよう実施します。また、廊下で滞留しないよう、私語

を慎むなどの指導の工夫が必要です。 

【レベル１地域】 

上記のレベル２以上の地域の取り組みを踏まえ、徐々に制限を緩和するとともに、会話

をする際にも、一定程度距離を保つこと、お互いの体が接触するような遊びは行わないよ

う指導します。 

 

（７）登下校 

登下校時には、上記の「休み時間」と同様、教員の目が届きづらいことに加えて、特に

交通機関やスクールバスへの乗車中は、状況によっては「３つの密」が生じうることを踏

まえ、以下のような工夫や指導が必要です。 

・登下校中については、校門や玄関口等での密集が起こらないよう登下校時間帯を分散さ



せます。 

・公共交通機関を利用する場合には、マスクを着用する、降車後は速やかに手を洗う、顔

をできるだけ触らない、触った場合は顔を洗うなどして、接触感染対策などの基本的対策

を行うほか、できるだけ乗客が少ない時間帯に利用できるようにするなどの配慮を検討し

ます。 

・スクールバスを利用するに当たっては以下のことが考えられます。 

・利用者の状況に配慮しつつ、定期的に窓を開け換気を行うこと 

・乗車前に、家庭において検温し、発熱が認められる者は乗車を見合わせること 

・可能な範囲で運行方法の工夫等により、過密乗車を避けること 

・利用者の座席を離し、それが難しい場合は、会話を控えることやマスクの着用につ

いて徹底すること 

・利用者に手洗いや咳エチケット等を徹底すること 

・多くの利用者が触れるドアノブ等を消毒すること 

 

（８）健康診断 

健康診断の実施は、法令に定められているものであり、生徒の健康状態を把握するため

には年間のいずれかの時期で実施する必要があります。３つの条件（密閉、密集、密接）

が同時に重ならないよう、日程を分けて実施するなどの工夫の他、例えば、以下のような

ことが考えられます。 

・児童生徒等及び健康診断に関わる教職員全員が、事前の手洗いや咳エチケット等を徹底

すること 

・部屋の適切な換気に努めること 

・密集しないよう、部屋には一度に多くの人数を入れないようにし、整列させる際には１

～２m の間隔をあけること 

・会話や発声を控えるよう生徒に徹底すること 

・検査に必要な器具等を適切に消毒すること 

・健康診断の実施の判断や実施の方法等については、学校医、学校歯科医、関係機関等と

十分連携し、共通理解を図っておくこと 

 

11．感染が広がった場合における対応について 

新型コロナウイルス感染症は、当分の間、常に再流行のリスクが存在します。このため、

緊急事態宣言の対象地域から除外された地域であっても、引き続き流行への警戒を継続し、

地域における感染者が増加した場合に備えて流行の監視体制を強化するとともに、その場

合の学校における対応について想定・準備を進めておくことが重要です。また、感染者及

びその家族等への差別・偏見・誹謗中傷などはあってはならないことであり、これらが生

じないよう十分に注意を払いますが、万が一これらの行為が見られた場合には、その被害



者に対して十分なサポートを行う必要があります。 

 

（１）衛生主管部局との連携による地域の感染状況の把握 

基本的対処方針において、都道府県は、学校設置者に対し、地域の感染状況や学校関係

者の感染者情報について速やかに情報共有を行うこととされています。これを踏まえ、学

校設置者は、都道府県等の衛生主管部局と連携して、地域の感染状況を把握することが重

要です。 

 

（２）学校において感染者等が発生した場合の対応について 

①生徒や教職員の感染者が発生した場合 

・学校等への連絡 

生徒や教職員の感染が判明した場合には、医療機関から本人（や保護者）に診断結果が

伝えられるとともに、医療機関から保健所にも届出がなされます。学校には、通常、本人

（や保護者）から、感染が判明した旨の連絡がされることになります。感染者本人への行

動履歴等のヒアリングは、保健所が行うことになります。また、保健所が学校において、

感染者の行動履歴把握や濃厚接触者の特定等のための調査を行う場合には、学校も協力し

ます。 

 

・感染者や濃厚接触者等の出席停止 

生徒の感染が判明した場合又は生徒が感染者の濃厚接触者に特定された場合には、学校

において、当該生徒に対し、学校保健安全法第 19 条に基づく出席停止の措置を取ります。

なお、濃厚接触者に対して出席停止の措置をとる場合の出席停止の期間の基準は、感染者

と最後に濃厚接触をした日から起算して２週間とします。感染者や濃厚接触者が教職員で

ある場合には、病気休暇等の取得、在宅勤務や職務専念義務の免除等により出勤させない

扱いとします。 

 

・校舎内の消毒 

生徒や教職員の感染が判明した場合には、保健所と連携し、当該感染者が活動した範囲

の物品を消毒します。 

 

②学校内で体調不良者が発生した場合の対応 

学校内で、発熱等の風邪症状が発生した場合には、当該生徒を安全に帰宅させ、症状が

なくなるまでは自宅で休養するよう指導します。（この場合、指導要録上は、「欠席日数」

とせずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録します。）なお安全に帰宅できるまでの

間、学校にとどまることが必要となるケースもありますが、その場合には、他の者との接

触を可能な限り避けられるよう、別室で待機させるなどの配慮をします。 



 

（３）臨時休業の判断について 

生徒や教職員の感染が確認された場合、本校は、濃厚接触者が保健所により特定される

までの間、学校の全部または一部の臨時休業を実施します。その後、校長は、感染した生

徒や、保健所の調査により濃厚接触者に該当すると判断された生徒について、学校保健安

全法第 19条に基づく出席停止の措置を取ります。感染者や濃厚接触者が教職員である場合

は、病気休暇等の取得、在宅勤務や職務専念義務の免除等により出勤させない扱いとしま

す。これにとどまらず、学校の設置者が、学校保健安全法第 20条に基づく学校の全部また

は一部の臨時休業を行うのは、保健所の調査や学校医の助言等により、感染者の学校内で

の活動の状況や地域の感染拡大の状況を踏まえ、学校内で感染が広がっている可能性が高

いと判断された場合です。学校内の感染拡大の可能性が高い範囲に応じて、学級単位、学

年単位又は学校全体の臨時休業とします。 

  


